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放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
新
旧
対
照
条
文

（
平
成
十
七
年
六
月
一
日

告
示
第
七
十
四
号
）

（
施
行
日

平
成
十
七
年
六
月
一
日
）

○

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
平
成
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
五
号
）

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

第
一
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位

令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位

元
素
の
数
量
（
以
下
「
下
限
数
量
」
と
い
う
。
）
及
び
濃
度
は
、
次
の
各
号
に

元
素
の
数
量
及
び
濃
度
は
、
数
量
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と

掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度
と
す
る
。

し
、
濃
度
に
つ
い
て
は
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
然

に
賦
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
含
有
物
で
固
体
状
の
も
の
に
係
る
濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
百
七
十
ベ
ク
レ
ル

毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

一

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の

放
射
線
を
放
出
す

一

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、

る
同
位
元
素
を
密
封
し
た
物
一
個
（
通
常
一
組
又
は
一
式
を
も
つ
て
使
用
を

そ
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類

す
る
物
に
あ
つ
て
は
一
組
又
は
一
式
と
す
る
。
）
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
線

に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量

を
放
出
す
る
同
位
元
素
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ

二

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、

れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度

そ
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

イ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
種
類
が
一
種
類
の
場
合

別
表
第
一

種
類
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
下
欄
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の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
及

に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
数
量

び
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度

三

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
三
・

ロ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
場
合

別
表

七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル

第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の

四

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
時
計
そ
の
他
の
機
器
又
は
装
置
以
外
の

数
量
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が

物
に
密
封
さ
れ
た
も
の
（
放
電
管
、
煙
感
知
器
そ
の
他
の
機
器
又
は
装
置
に

一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
数
量
及
び
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご

装
備
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
そ
れ
ら
の
集
合
し
た
も
の
に
つ

と
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄

い
て
は
、
そ
の
集
合
し
た
も
の
ご
と
に
三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル

に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
濃
度

二

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の

工
場
又
は

事
業
所
に
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
容
器
一
個
に

入
つ
て
い
る
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
数
量
及
び
濃
度

イ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
種
類
が
一
種
類
の
場
合

別
表
第
一

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
及

び
同
表
の
第
三
欄
に
掲
げ
る
濃
度

ロ

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
場
合

別
表

第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご
と
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の

数
量
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和
が

一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
数
量
及
び
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
種
類
ご

と
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
第
三
欄

に
掲
げ
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
濃
度

種

類

数

量

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す

三
・
七
キ
ロ
ベ
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る
同
位
元
素
（
以
下
「
第
一
群
」
と
い
う
。
）

ク
レ
ル

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
を
超
え
る
放
射
線
を
放
出

三
十
七
キ
ロ
ベ

す
る
同
位
元
素
（
ト
リ
チ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
七
、

ク
レ
ル

炭
素
十
四
、
硫
黄
三
十
五
、
鉄
五
十
五
、
鉄
五
十
九

及
び
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
並
び
に
ア
ル
フ
ァ
線
を

放
出
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
第
二
群
」
と
い
う

。
）

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
以
下
の
放
射
線
を
放
出
す

三
百
七
十
キ
ロ

る
同
位
元
素
（
ふ
つ
素
十
八
、
ク
ロ
ム
五
十
一
、
ゲ

ベ
ク
レ
ル

ル
マ
ニ
ウ
ム
七
十
一
及
び
タ
リ
ウ
ム
二
百
一
並
び
に

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除
く
。)

並
び
に
硫

黄
三
十
五
、
鉄
五
十
五
及
び
鉄
五
十
九
（
以
下
「
第

三
群
」
と
い
う
。
）

ト
リ
チ
ウ
ム
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
七
、
炭
素
十
四
、
ふ
つ

三
・
七
メ
ガ
ベ

素
十
八
、
ク
ロ
ム
五
十
一
、
ゲ
ル
マ
ニ
ウ
ム
七
十
一

ク
レ
ル

及
び
タ
リ
ウ
ム
二
百
一
（
以
下
「
第
四
群
」
と
い
う

。
）

２

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
第
一
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

同
位
元
素
の
数
量
は
、
ト
リ
チ
ウ
ム
の
う
ち
、
国
際
標
準
化
機
構
が
千
九
百
九

十
一
年
十
一
月
十
五
日
に
改
正
し
た
規
格
Ｉ
Ｓ
Ｏ
三
一
五
七
で
定
め
る
規
格
を

満
た
す
時
計
の
完
成
品
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
身
体

、
衣
服
、
装
身
具
等
に
装
着
又
は
携
帯
さ
れ
る
時
計
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
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「
携
帯
時
計
」
と
い
う
。
）
に
関
し
て
二
百
七
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
、
携
帯
時

計
以
外
の
時
計
に
関
し
て
三
百
七
十
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
、
特
殊
な
目
的
の
た
め
に

特
に
高
い
輝
度
を
必
要
と
す
る
時
計
で
あ
つ
て
、
文
字
盤
に
当
該
規
格
で
定
め

る
表
示
を
付
し
た
も
の
に
関
し
て
九
百
二
十
五
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

（
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
線
量
当
量
率
）

（
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
二
条

令
第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
線
量
当
量
率
は
、
一
セ

第
二
条

令
第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
線
量
当
量
率
は
、
一
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
六
百
ナ
ノ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
と
す
る
。

ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
六
百
ナ
ノ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
と
す
る
。

（
使
用
の
場
所
の
変
更
の
都
度
許
可
を
要
し
な
い
数
量
等
）

（
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
貯
蔵
能
力
の
算
定
に
係
る
数

値
）

第
三
条

令
第
九
条
第
一
項
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
数
量
は
、
放
射
性
同
位

第
三
条

令
第
十
五
条
に
規
定
す
る
数
値
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性｡

元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の

同
位
元
素
の
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
値
と
す
る

外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（

平
成
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
七
号
）
別
表
第
一
か
ら
別
表
第
四
ま
で
及
び
別

種

類

数

値

表
第
六
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
又
は
区
分
に
応
じ
、
そ

第

一

群

一

れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
の
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の

第

二

群

〇
・
一

数
量
が
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
場
合
又
は
こ
れ
ら
の
数
量
に
制
限
が
な
い

第

三

群

〇
・
〇
一

場
合
に
あ
つ
て
は
、
三
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

第

四

群

〇
・
〇
〇
一

２

令
第
九
条
第
二
項
第
一
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
四
メ

ガ
電
子
ボ
ル
ト
と
し
、
同
項
第
三
号
の
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
十
五
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
と
す
る
。
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（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
）

第
四
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

第
四
条

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に

規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
一
号
に
規
定
す
る
管
理
区
域
に

係
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
及
び
放

係
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
及
び
放

射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度

射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一

一

外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一

・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の

二

空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の

平
均
濃
度
が
第
七
条
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
一

平
均
濃
度
が
第
七
条
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
一

三

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素

三

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素

の
密
度
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
の
一

の
密
度
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
の
一

四

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す

四

第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
す
る

る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
実
効
線
量
の
第
一
号
に
規
定
す
る
線
量
に
対
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
実
効
線
量
の
第
一
号
に
規
定
す
る
線
量
に
対
す
る

割
合
と
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
の
第
二
号
に
規
定
す
る
濃
度
に

割
合
と
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
の
第
二
号
に
規
定
す
る
濃
度
に

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
実
効
線
量
及
び
空
気
中
の
放
射
性
同

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
実
効
線
量
及
び
空
気
中
の
放
射
性
同

位
元
素
の
濃
度

位
元
素
の
濃
度

（
実
効
線
量
限
度
）

（
実
効
線
量
限
度
）

第
五
条

規
則
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
一
定
期
間
内

第
五
条

規
則
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
一
定
期
間
内

に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ

一

平
成
十
三
年
四
月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
に
つ
き
百
ミ
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リ
シ
ー
ベ
ル
ト

リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
許
可
届

三

女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
、
妊
娠
の
意
思
の
な
い
旨
を
使
用
者

出
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
に
書
面
で
申
し
出
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す

、
販
売
業
者
、
賃
貸
業
者
又
は
廃
棄
業
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。

る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
四
月
一
日
、

）
に
書
面
で
申
し
出
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
に
つ
き
五

は
、
前
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

一
月
一
日
を
始
期
と
す
る
各
三
月
間
に
つ
き
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

四

妊
娠
中
で
あ
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
ほ

四

妊
娠
中
で
あ
る
女
子
に
つ
い
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
ほ

か
、
本
人
の
申
出
等
に
よ
り
許
可
届
出
使
用
者
又
は
許
可
廃
棄
業
者
が
妊
娠

か
、
本
人
の
申
出
等
に
よ
り
使
用
者
等
が
妊
娠
の
事
実
を
知
つ
た
と
き
か
ら

の
事
実
を
知
つ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
、
人
体
内
部
に
摂
取
し

出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
、
人
体
内
部
に
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
か
ら
の

た
放
射
性
同
位
元
素
か
ら
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
内
部
被

放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
内
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
つ
い

ば
く
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

て
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
等
価
線
量
限
度
）

（
等
価
線
量
限
度
）

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の

第
六
条

規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の

一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
百

一

眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
百

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

二

皮
膚
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
五
百
ミ
リ

二

皮
膚
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
五
百
ミ
リ

シ
ー
ベ
ル
ト

シ
ー
ベ
ル
ト

三

妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
表
面
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す

三

妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
表
面
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
四
号
に
規
定
す

る
期
間
に
つ
き
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

る
期
間
に
つ
き
二
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト



- 7 -

（
空
気
中
濃
度
限
度
）

（
空
気
中
濃
度
限
度
）

第
七
条

規
則
第
一
条
第
十
二
号
及
び
規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
イ

第
七
条

規
則
第
一
条
第
十
二
号
及
び
規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
イ

に
規
定
す
る
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素

に
規
定
す
る
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素

の
濃
度
限
度
は
、
一
週
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
各
号
に
規
定
す
る
濃

の
濃
度
限
度
は
、
一
週
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
各
号
に
規
定
す
る
濃

度
と
す
る
。

度
と
す
る
。

一

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う

一

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及

。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で

び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る
場
合

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
同
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種

に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
に

類
に
応
じ
て
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

応
じ
て
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

二

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
空
気
中
に
二
種
類
以
上

二

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
空
気
中
に
二
種
類
以
上

の
放
射
性
同
位
元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元

の
放
射
性
同
位
元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元

素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の
濃
度
に

素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の
濃
度
に

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

三

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第

三

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第

二
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明

一
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明

ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
最
も

ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
最
も

低
い
も
の

低
い
も
の

四

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素

四

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素

の
種
類
が
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

の
種
類
が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
二

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
同
表
の

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
第
二
欄
に
掲
げ
る

第
二
欄
に
掲
げ
る
濃
度

濃
度

（
表
面
密
度
限
度
）

（
表
面
密
度
限
度
）
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第
八
条

規
則
第
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性

第
八
条

規
則
第
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性

同
位
元
素
の
密
度
限
度
は
、
別
表
第
四
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素

同
位
元
素
の
密
度
限
度
は
、
別
表
第
三
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素

の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
右
の
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
右
の
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

（
販
売
及
び
賃
貸
の
業
の
許
可
等
の
申
請
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
）

第
九
条

削
除

第
九
条

規
則
第
三
条
第
二
項
及
び
第
六
条
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区

分
は
、
密
封
さ
れ
た
放
射
性
同
位
元
素
及
び
密
封
さ
れ
て
い
な
い
放
射
性
同
位

｡

元
素
ご
と
の
第
一
群
、
第
二
群
、
第
三
群
及
び
第
四
群
の
区
分
と
す
る

（
し
や
へ
い
物
に
係
る
線
量
限
度
）

（
し
や
へ
い
物
に
係
る
線
量
限
度
）

第
十
条

規
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
線

第
十
条

規
則
第
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
イ
に
掲
げ
る
線

量
に
係
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
が
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー

量
に
係
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
実
効
線
量
が
一
週
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー

ベ
ル
ト
と
す
る
。

ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

規
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
線
量
に

２

規
則
第
十
四
条
の
六
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
同
号
ロ
に
掲
げ
る
線
量
に

係
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

係
る
線
量
限
度
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
二
百
五
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
次
号
に

一

実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
二
百
五
十
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
（
次
号
に

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

該
当
す
る
場
合
を
除
く
。
）

二

病
院
又
は
診
療
所
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二

病
院
又
は
診
療
所
（
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

七
条
第
二
十
二
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
除
く
。
）
の
病
室
に
お
け
る
場

七
条
第
二
十
二
項
の
介
護
老
人
保
健
施
設
を
除
く
。
）
の
病
室
に
お
け
る
場

合
に
あ
つ
て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

合
に
あ
つ
て
は
、
実
効
線
量
が
三
月
間
に
つ
き
一
・
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
自
動
表
示
装
置
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
）

（
自
動
表
示
装
置
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
）

第
十
一
条

規
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素

第
十
一
条

規
則
第
十
四
条
の
六
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
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の
数
量
は
、
四
百
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る

の
数
量
は
、
三
百
七
十
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
も
の
と
す
る
。

。

（
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
）

（
イ
ン
タ
ー
ロ
ッ
ク
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
）

第
十
二
条

規
則
第
十
四
条
の
七
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素

第
十
二
条

規
則
第
十
四
条
の
六
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素

の
数
量
は
、
百
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る

の
数
量
は
、
百
十
一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の
と
す
る
。

。

（
主
要
構
造
部
等
を
耐
火
構
造
と
す
る
こ
と
等
を
要
し
な
い
放
射
性
同
位
元
素

（
主
要
構
造
部
等
、
汚
染
検
査
室
又
は
排
気
設
備
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の

の
数
量
）

種
類
及
び
数
量
）

第
十
三
条

規
則
第
十
四
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量

第
十
三
条

規
則
第
十
四
条
の
六
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
規
則
第
十
四
条
の

は
、
下
限
数
量
に
千
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。

十
一
第
一
項
第
四
号
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数

量
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

主
要
構
造
部
等
を
耐
火
構
造
と
し
、
又
は
不
燃
材
料
で
造
る
こ
と
を
要
し

な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
数
量

二

汚
染
検
査
室
又
は
排
気
設
備
を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
に
つ
い
て

は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

掲
げ
る
数
量

三

前
二
号
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
二
種
類
以
上
で

あ
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
同
位
元
素
の
そ
れ

ぞ
れ
の
数
量
の
同
表
の
中
欄
又
は
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
に
対
す
る
割
合
の
和

が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
数
量

種
類

主
要
構
造
部
等
を
耐
火
構
造

汚
染
検
査
室
又
は
排
気
設
備
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と
し
、
又
は
不
燃
材
料
で
造

を
設
け
る
こ
と
を
要
し
な
い

る
こ
と
を
要
し
な
い
場
合
の

場
合
の
数
量

数
量

第
一
群

三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下

三
百
七
十
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
以

下

第
二
群

三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下

三
・
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下

第
三
群

三
百
七
十
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以

三
十
七
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下

下

第
四
群

三
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
下

三
百
七
十
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以

下

（
排
気
又
は
排
水
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
限
度
等
）

（
排
気
又
は
排
水
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
限
度
等
）

第
十
四
条

規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
ロ

及
び

並
び
に
第
五
号

第
十
四
条

規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
ロ

及
び

並
び
に
第
五
号

( )1

( )2

( )1

( )2

イ

及
び

に
規
定
す
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排

イ

及
び

に
規
定
す
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排

( )1

( )2

( )1

( )2

水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が

水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
限
度
は
、
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が

次
の
各
号
に
規
定
す
る
濃
度
と
す
る
。

次
の
各
号
に
規
定
す
る
濃
度
と
す
る
。

一

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う

一

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
次
号
及

。
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で

び
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る
場
合

あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素

に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
に

の
種
類
に
応
じ
て
、
排
気
中
又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
五

応
じ
て
、
排
気
中
又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
五
欄
、
排
液
中
又
は

欄
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
六
欄
に
掲
げ
る
濃

排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
濃
度
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度
二

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
排
気
中
若
し
く
は
空
気

二

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
排
気
中
若
し
く
は
空
気

中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
に
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
以
上
の
放
射
性
同
位

中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
に
そ
れ
ぞ
れ
二
種
類
以
上
の
放
射
性
同
位

元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
の
そ

元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
の
そ

れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の
濃
度
に
対
す
る
割
合
の

れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の
濃
度
に
対
す
る
割
合
の

和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

三

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第

三

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第

二
の
第
五
欄
又
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
の
濃
度
又
は

一
の
第
五
欄
又
は
第
六
欄
に
掲
げ
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
の
濃
度
又
は

排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の
濃
度
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
排
気
中
若
し
く
は
空
気

排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の
濃
度
（
そ
れ
ぞ
れ
当
該
排
気
中
若
し
く
は
空
気

中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も

る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
最
も

低
い
も
の

低
い
も
の

四

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素

四

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素

の
種
類
が
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、

の
種
類
が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
つ
て
は
、
別
表
第
二

別
表
第
三
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
排
気
中

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
て
排
気
中
又
は
空
気

又
は
空
気
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
三
欄
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の

中
の
濃
度
に
つ
い
て
は
第
三
欄
、
排
液
中
又
は
排
水
中
の
濃
度
に
つ
い
て
は

濃
度
に
つ
い
て
は
同
表
の
第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

第
四
欄
に
掲
げ
る
濃
度

２

規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
ロ

及
び
第
五
号
イ

に
規
定
す
る

２

規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
一
項
第
四
号
ロ

及
び
第
五
号
イ

に
規
定
す
る

( )3

( )3

( )3

( )3

｡
｡

線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る

線
量
限
度
は
、
実
効
線
量
が
一
年
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る

３

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
規
定

３

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
五
号
イ
及
び
ロ
に
規
定

す
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の
放
射
性
同
位

す
る
排
気
中
若
し
く
は
空
気
中
又
は
排
液
中
若
し
く
は
排
水
中
の
放
射
性
同
位

元
素
の
濃
度
限
度
は
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を

元
素
の
濃
度
限
度
は
、
四
月
一
日
、
七
月
一
日
、
十
月
一
日
及
び
一
月
一
日
を

始
期
と
す
る
各
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
濃

始
期
と
す
る
各
三
月
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
濃
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度
と
す
る
。

度
と
す
る
。

４

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
線
量
限
度
は

４

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
二
号
ハ
及
び
第
五
号
ハ
に
規
定
す
る
線
量
限
度
は

、
実
効
線
量
が
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

、
実
効
線
量
が
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

と
す
る
。

と
す
る
。

（
施
設
検
査
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
の
数
量
）

（
施
設
検
査
を
要
し
な
い
軽
微
な
変
更
の
数
量
）

第
十
五
条

規
則
第
十
四
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
に
規
定
す
る
数
量

第
十
五
条

規
則
第
十
四
条
の
十
三
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
ロ
並
び
に
第
二
項
第

は
、
下
限
数
量
に
十
万
を
乗
じ
て
得
た
数
量
と
す
る
。

二
号
ロ
に
規
定
す
る
数
量
は
、
三
百
七
十
メ
ガ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
数
量
は
、
使
用
す
る
放
射
性
同
位
元

素
の
種
類
ご
と
の
数
量
に
第
三
条
に
定
め
る
数
値
を
乗
じ
て
得
た
数
量
を
合
計

し
て
算
定
す
る
も
の
と
す
る
。

（
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物
に
係
る
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
）

（
管
理
区
域
か
ら
持
ち
出
す
物
に
係
る
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
）

第
十
六
条

規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
及
び
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号

第
十
六
条

規
則
第
十
五
条
第
十
号
及
び
規
則
第
十
七
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定

に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
同

す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素

位
元
素
の
密
度
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
の
一
と
す
る
。

の
密
度
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
の
一
と
す
る
。

（
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
）

（
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
）

第
十
六
条
の
二

規
則
第
十
五
条
第
一
項
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
陽
電
子
断
層

第
十
六
条
の
二

規
則
第
十
五
条
第
十
号
の
二
に
規
定
す
る
陽
電
子
断
層
撮
影
用

撮
影
用
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
及
び
数
量
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
種
類
に
応

類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量
と
す
る
。

種

類

数

量

種

類

数

量
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炭
素
十
一

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

炭
素
十
一

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

窒
素
十
三

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

窒
素
十
三

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

酸
素
十
五

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

酸
素
十
五

一
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

ふ
つ
素
十
八

五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

ふ
つ
素
十
八

五
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

（
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
同
位
元
素
等
の
保
管
廃
棄
期
間
）

（
陽
電
子
断
層
撮
影
用
放
射
性
同
位
元
素
等
の
保
管
廃
棄
期
間
）

第
十
六
条
の
三

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
十
三
号
ニ
に
規
定
す
る
期
間
は
、
封

第
十
六
条
の
三

規
則
第
十
九
条
第
一
項
第
十
三
号
ニ
に
規
定
す
る
期
間
は
、
封

を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
間
と
す
る
。

を
し
た
日
か
ら
起
算
し
て
七
日
間
と
す
る
。

（
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
係
る
線
量
限
度
）

（
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に
係
る
線
量
限
度
）

第
十
七
条

規
則
第
十
九
条
第
五
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に

第
十
七
条

規
則
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
に
規
定
す
る
廃
棄
に
従
事
す
る
者
に

係
る
線
量
限
度
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
実
効
線
量
限
度
及
び
第
六
条
に
規
定

係
る
線
量
限
度
は
、
第
五
条
に
規
定
す
る
実
効
線
量
限
度
及
び
第
六
条
に
規
定

す
る
等
価
線
量
限
度
と
す
る
。

す
る
等
価
線
量
限
度
と
す
る
。

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

（
一
時
的
立
入
者
の
測
定
に
係
る
線
量
）

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で
あ

第
十
八
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で
あ

つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線
量
に

つ
て
放
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
実
効
線
量
に

つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

２

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で
あ
つ
て
放
射

２

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で
あ
つ
て
放
射

線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実

線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
は
、
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実

効
線
量
に
つ
い
て
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

効
線
量
に
つ
い
て
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
）

（
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
の
測
定
）
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第
十
九
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線

第
十
九
条

規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ
る
線

量
の
測
定
は
、
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
別

量
の
測
定
は
、
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
別

表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
吸
入
摂
取
又
は

表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
吸
入
摂
取
又
は

経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
を
計
算
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り

経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
を
計
算
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り

算
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

算
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
文
部
科
学
大
臣
が
認
め

た
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

た
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

２

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
の
算
出
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

２

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
の
算
出
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
二
種
類

放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
二
種
類

以
上
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

以
上
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
種
類
に
つ
き
算
出
し
た
実
効
線
量
の
和
を
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量

れ
の
種
類
に
つ
き
算
出
し
た
実
効
線
量
の
和
を
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量

と
す
る
。

と
す
る
。

Ｅ
ｅ
×
Ｉ

Ｅ
ｅ
×
Ｉ

ｉ
ｉ

＝

＝

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
ｅ
及
び
Ｉ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表

こ
の
式
に
お
い
て
、

、
ｅ
及
び
Ｉ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表

ｉＥ

ｉＥ

す
も
の
と
す
る
。

す
も
の
と
す
る
。

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
（
単
位

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
（
単
位

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
）

ｉＥ

ｉＥ

ｅ

別
表
第
二
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
に

ｅ

別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
に

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
吸
入
摂
取
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の

応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
吸
入
摂
取
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の

第
二
欄
、
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の
第
三
欄
に

第
二
欄
、
経
口
摂
取
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
同
表
の
第
三
欄
に

掲
げ
る
実
効
線
量
係
数
（
単
位

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
ベ
ク
レ
ル
）

掲
げ
る
実
効
線
量
係
数
（
単
位

ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
ベ
ク
レ
ル
）

Ｉ

吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量

Ｉ

吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量

（
単
位

ベ
ク
レ
ル
）

（
単
位

ベ
ク
レ
ル
）
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（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

（
実
効
線
量
及
び
等
価
線
量
の
算
定
）

第
二
十
条

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
実
効
線
量
は
、
次
に
規

第
二
十
条

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
実
効
線
量
は
、
次
に
規

定
す
る
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。

定
す
る
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」
と
い
う
。

｡
｡

）
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る

）
に
よ
る
実
効
線
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
と
の
和
と
す
る

一

外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

一

外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

る
こ
と
。
た
だ
し
、
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
よ
り
測
定
を
行
つ

る
こ
と
。
た
だ
し
、
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
よ
り
測
定
を
行
つ

た
場
合
に
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
外
部
被
ば
く
に
よ
る

た
場
合
に
は
、
適
切
な
方
法
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
外
部
被
ば
く
に
よ
る

実
効
線
量
と
す
る
。

実
効
線
量
と
す
る
。

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

二

内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
は
、
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
算
出
し

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

た
も
の
と
す
る
こ
と
。

２

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と

２

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
等
価
線
量
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

｡
｡

一

皮
膚
の
等
価
線
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と

一

皮
膚
の
等
価
線
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十

二

眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
又
は
七
十

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
う
ち
、
適
切
な
方
と
す
る
こ
と
。

三

第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
表
面
の
等
価
線

三

第
六
条
第
三
号
に
規
定
す
る
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
表
面
の
等
価
線

量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年
四

３

規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
の
二
に
規
定
す
る
期
間
は
、
平
成
十
三
年
四

月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

月
一
日
以
後
五
年
ご
と
に
区
分
し
た
各
期
間
と
す
る
。

（
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
者
の
特
例
に
係
る
線
量
等

）
第
二
十
一
条

規
則
第
二
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
文
部
科
学
大
臣
が
定

第
二
十
一
条

削
除
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め
る
線
量
、
濃
度
及
び
密
度
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
四
条
各
号
に
規
定
す
る
線
量
、

濃
度
及
び
密
度
と
す
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
限
度
）

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
限
度
）

第
二
十
二
条

規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
限

第
二
十
二
条

規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
限

度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量

度
は
、
実
効
線
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
、
眼
の
水
晶
体
の
等
価
線
量

に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
一
シ
ー
ベ

に
つ
い
て
三
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
及
び
皮
膚
の
等
価
線
量
に
つ
い
て
一
シ
ー
ベ

ル
ト
と
す
る
。

ル
ト
と
す
る
。

（
様
式
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
化
学
形
等
の
区
分
）

（
様
式
に
係
る
放
射
性
同
位
元
素
の
化
学
形
等
の
区
分
）

第
二
十
三
条

規
則
別
記
様
式
第
一
の
注
５
、
様
式
第
二
の
注
４
、
様
式
第
六
の

第
二
十
三
条

規
則
別
記
様
式
第
一
の
注
６
、
様
式
第
二
の
注
５
、
様
式
第
五
の

注
５
、
様
式
第
十
二
の
注
４
、
様
式
第
十
八
の
注

及
び
様
式
第
十
九
の
注
４

注
３
、
様
式
第
十
の
七
の
注
８
及
び
様
式
第
十
の
八
の
注
４
に
規
定
す
る
放
射

10

に
規
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
化
学
形
等
の
区
分
は
、
別
表
第
二
の
第
一
欄

性
同
位
元
素
の
化
学
形
等
の
区
分
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
化
学
形

に
掲
げ
る
化
学
形
等
と
す
る
。

等
と
す
る
。

（
診
療
上
の
被
ば
く
の
除
外
等
）

（
診
療
上
の
被
ば
く
の
除
外
等
）

第
二
十
四
条

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
か

第
二
十
四
条

第
四
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
四
条
、
第
十
七
条
か

ら
第
二
十
条
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
線
量
、
実
効
線
量

ら
第
二
十
条
ま
で
及
び
第
二
十
二
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
線
量
、
実
効
線
量

又
は
等
価
線
量
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル

又
は
等
価
線
量
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
に
よ
る
被
ば
く
を
含
め
、
か
つ
、
診

ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
に
よ
る
被
ば
く
を
含
め
、
か
つ
、
診

療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
及
び
自
然
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
を
除
く
も
の
と

療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
及
び
自
然
放
射
線
に
よ
る
被
ば
く
を
除
く
も
の
と

し
、
空
気
中
又
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、

し
、
空
気
中
又
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
を
算
定
す
る
場
合
に
は
、

空
気
中
又
は
水
中
に
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
を
除
い
て
算
出

空
気
中
又
は
水
中
に
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
放
射
性
同
位
元
素
を
除
い
て
算
出
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す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

（
線
量
並
び
に
空
気
中
及
び
水
中
の
濃
度
の
複
合
）

（
線
量
並
び
に
空
気
中
及
び
水
中
の
濃
度
の
複
合
）

第
二
十
五
条

第
七
条
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
外
部
放
射
線

第
二
十
五
条

第
七
条
及
び
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
外
部
放
射
線

に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入

に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
つ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入

摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に

摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
の
濃
度
を
も
つ

対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
の
濃
度
を
も
つ

て
、
そ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

て
、
そ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

２

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
外
部
放
射
線

２

第
十
条
第
二
項
及
び
第
十
四
条
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
同
時
に
外
部
放
射
線

に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂

に
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又
は
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂

取
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

取
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
経
口
摂
取
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
限
度
又
は
濃
度
限
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る

よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
濃
度
を
も
つ
て
、
そ
の
線
量

よ
う
な
そ
の
線
量
又
は
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
濃
度
を
も
つ
て
、
そ
の
線
量

限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

限
度
又
は
濃
度
限
度
と
す
る
。

（
実
効
線
量
へ
の
換
算
）

（
実
効
線
量
へ
の
換
算
）

第
二
十
六
条

第
四
条
及
び
第
十
条
に
規
定
す
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
放
射

第
二
十
六
条

第
四
条
及
び
第
十
条
に
規
定
す
る
実
効
線
量
に
つ
い
て
は
、
放
射

線
（
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク

線
（
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク

ス
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
式
に

ス
線
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
式
に

よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

放
射
線
が
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
ガ
ン
マ
線
で
あ
る
場
合

一

放
射
線
が
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
ガ
ン
マ
線
で
あ
る
場
合

Ｅ
×
Ｄ

Ｅ
Ｄ

＝

＝

f
f

ｘ
ｘ
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こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅ

、

及
び
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅ

、

及
び
Ｄ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

ｘf

ｘf

表
す
も
の
と
す
る
。

表
す
も
の
と
す
る
。

Ｅ

実
効
線
量
（
単
位

シ
ー
ベ
ル
ト
）

Ｅ

実
効
線
量
（
単
位

シ
ー
ベ
ル
ト
）

別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
線
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

別
表
第
四
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
線
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

ｘf

ｘf

強
さ
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

強
さ
に
応
じ
て
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

Ｄ

自
由
空
気
中
の
空
気
カ
ー
マ
（
単
位

グ
レ
イ
）

Ｄ

自
由
空
気
中
の
空
気
カ
ー
マ
（
単
位

グ
レ
イ
）

二

放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合

二

放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合

Ｅ
×
Φ

Ｅ
Φ

＝

＝

f
f

ｎ
ｎ

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅ
、

及
び
Φ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

こ
の
式
に
お
い
て
、
Ｅ
、

及
び
Φ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

ｎｆ

ｎｆ

表
す
も
の
と
す
る
。

表
す
も
の
と
す
る
。

Ｅ

実
効
線
量
（
単
位

シ
ー
ベ
ル
ト
）

Ｅ

実
効
線
量
（
単
位

シ
ー
ベ
ル
ト
）

別
表
第
六
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
線
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

別
表
第
五
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
線
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の

ｎf

ｎf

強
さ
に
応
じ
て
、
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

強
さ
に
応
じ
て
、
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

Φ

自
由
空
気
中
の
中
性
子
フ
ル
エ
ン
ス
（
単
位

個
毎
平
方

Φ

自
由
空
気
中
の
中
性
子
フ
ル
エ
ン
ス
（
単
位

個
毎
平
方

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

２

放
射
線
の
種
類
が
二
種
類
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
射
線
の
種
類
ご

２

放
射
線
の
種
類
が
二
種
類
以
上
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
放
射
線
の
種
類
ご

と
に
計
算
し
た
実
効
線
量
の
和
を
も
つ
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
実
効
線
量
と

と
に
計
算
し
た
実
効
線
量
の
和
を
も
つ
て
、
第
一
項
に
規
定
す
る
実
効
線
量
と

す
る
。

す
る
。

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
等
に
係
る
経
過
措
置
）

第
二
十
七
条

こ
の
告
示
の
適
用
の
際
現
に
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
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障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
三
条
第
一
項
、
第
四
条
第
一
項
、
第
四
条
の
二

第
一
項
、
第
十
条
第
二
項
、
第
十
一
条
第
二
項
若
し
く
は
第
十
一
条
の
二
第
二

項
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者
若
し
く
は
こ
れ
ら
の
規
定
の
許
可
の
申
請
を
し
て

い
る
者
又
は
同
法
第
三
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
届
出
を
し
て
い
る

者
が
当
該
許
可
若
し
く
は
当
該
申
請
に
係
る
許
可
又
は
当
該
届
出
に
基
づ
き
設

置
し
、
又
は
そ
の
位
置
等
の
変
更
を
し
た
放
射
線
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
四
条

、
第
七
条
、
第
十
条
及
び
第
十
四
条
の
規
定
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら

適
用
し
、
そ
れ
ま
で
の
間
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

別
表
第
一

（
別
添
参
照
）

別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
一

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
二

（
略
）

別
表
第
四

（
略
）

別
表
第
三

（
略
）

別
表
第
五

（
略
）

別
表
第
四

（
略
）

別
表
第
六

（
略
）

別
表
第
五

（
略
）


